
令和６年度
官公需確保対策地方推進協議会

令和６年８月２９日

山口県



１ 価格転嫁の取組状況について

契約約款第25条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変動）

発注者又は受注者は、工期内でこの契約を締結した日から１２月を経過した
後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適
当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金の額の変更を請求するこ
とができる。

２～４ 省略

スライド条項

特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい
変動を生じ、請負代金の額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、全
各項の規定によるほか、請負代金の額の変更を請求することができる。

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激な
インフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不適当とな
ったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の額の
変更を請求することができる。

７～８ 省略
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公共工事関係 スライド条項の運用
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各スライドの特徴

全体スライド 単品スライド インフレスライド

工期が１２カ月を超え、か

つ残工期が２カ月以上ある

工事

残工期が２カ月以上ある工

事

工期中に設計労務又は資材

単価の変更がされ、かつ残

工期が２カ月以上ある工事

対象

契約日から12ヵ月経過した

基準日以降の残工事に対す

る資材、労務単価等及びこ

れに対応する諸経費等

すべての資材

※変動額が対象工事請負額

に対して1％を超える品目

が対象。諸経費は対象外

残工事に対する資材、労務

単価等及びこれに対応する

諸経費等

受発注者

の負担

残工事請負額の

1.5%

工事請負額の

1.0%

残工事請負額の

1.0%

再

スライド

可能

全体スライド又はインフレ

スライド適用後、12ヶ月経

過後に適用可能

なし

精算時にスライド額を算出

するため、再スライドの必

要がない

可能

スライド

額の算定

時期

基準日（請求日）

基準日以降の残工事数量に

対し、基準日の単価を適用

し算出する。

精算変更後

単品スライド分以外の精算

変更後、単品スライド額を

確定する。

基準日（請求日）

基準日以降の残工事数量に

対し、基準日の単価を適用

し算出する。

項目

適用対象工事

請

負

額

変

更

の

方

法

公共工事関係
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公共工事関係 予定価格の適切な算定

予定価格算定の際に原材料費の最新の取引価格を

適切に反映するため、

「公共工事設計労務・資材単価表」を毎月改定

（ただし、単価の見直し頻度は、資材種別ごとにそれ

ぞれ設定している。物価資料引用資材、コンクリート

やアスファルト合材等の主要資材は毎月改定。その

他の主要資材は年4回、一般資材は年2回の改定）

１ 価格転嫁の取組状況について
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１ 価格転嫁の取組状況について

役務関係 予定価格の適切な算定
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１ 価格転嫁の取組状況について

物品関係 継続的売買における単価の改定
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２ 官公需適格組合の活用について

（１） 令和４年度の契約実績

競争入札参加資格審査における総合点数の算定方法に関する特例を設けている。

（２） 県内の官公需適格組合

組合名 所在地 受注品目等

山口土建（協） 宇部市 土木一式工事、舗装工事、浚渫工事、水道施設工事

山口県石油（協） 山口市 石油製品の販売

山口県室内装飾事業（協） 下松市 室内装飾品全般の販売

（協）下関造園クラブ 下関市 造園工事

区 分 物 件 工 事 役務費 合 計

契 約 額 6,918,827円 207,606,300円 － 214,525,127円

うち随意契約額 6,296,732円 0円 － 6,296,732円

※令和５年度は算定中
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３ 石油組合について

（１） 災害協定の締結

平成２１年に、「災害時における石油類燃料の確保及び徒歩帰宅者等支援に関する協定」を山口県石油商業組合と締結。

（２） 随意契約の締結

山口県石油協同組合とレギュラーガソリン調達に係る随意契約を締結（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

（３） 市町への周知

○令和５年４月２５日付け経済産業大臣通知「『令和５年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針』に準じた措置の実施につい
て」と合わせ、同日付け資源エネルギー庁長官、中小企業庁長官通知「官公需における中小石油販売業者に対する配慮について」を
各市町に周知。

○令和６年４月１９日付け経済産業大臣通知「『令和６年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針』に準じた措置の実施につい
て」を各市町に周知。
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